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入 札 公 告

（建築のためのサービスその他の技術的サービス（建設工事を除く））

次のとおり一般競争入札に付する。

分任支出負担行為担当官

九州地方整備局大分河川国道事務所長 久田 成昭

平成２８年９月２３日

１．業務概要

１）業 務 名 平成２８年度大分河川国道事務所管内用地調査点検等技術業務（電子入札対象案件）

２）業務目的

本業務は、大分河川国道事務所における道路の整備事業等に必要な土地等の取得等及びこれに伴う損

失の補償等に関する業務の一部を実施するものである。

３）業務の内容

本業務は、以下に掲げる内容を行うものである。

なお、発注者が受注者にする指示及び承諾行為は受注者の主任担当者に対して行うため、実施する担

当技術者及び業務に従事する者は主任担当者の管理下において作業を行うものである。

①調査書等の点検・調製確認業務

②用地関係資料の作成業務（権利者等との用地交渉等に用いる説明資料、官公署、関係機関等との

協議、申請、照会等に係る資料、補償金額又は費用負担額の算定に係る補足資料の作成）

③権利者等との用地交渉等又は官公署、関係機関等との打合せ協議に係る記録簿等の作成業務

④資料収集調査業務（登記所、市町村役場等において登記事項証明書、戸籍簿等の謄本等の資料収

集）

⑤現地確認調査業務（①又は②の業務の遂行にあたって必要となる地域の地形、土地利用状況、境

界標の状況、植生の状況及び建物等の概況等を把握するための現地調査）

４）本業務の履行場所

本業務の履行場所は、以下のとおりである。

大分河川国道事務所管内

５）成果品について

成果品については、用地調査点検等技術業務共通仕様書による。

６）履行期間 契約締結日の翌日～平成２９年３月３１日

７）本業務は、入札前に業務計画等に関する競争参加資格確認申請書等を受け付け、価格以外の要素と入

札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の業務である。

８）本業務は、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）（以下「予決令」という。）第85条の基準に基

づく価格を設定する総合評価落札方式においては、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、

技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務である。また、予定価格

が５００万円以上１，０００万円以下の業務については、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価す

るため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務である。
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９）本業務は資料提出、入札を電子入札システムで行う対象業務である。なお、例外的に電子入札システ

ムによりがたい場合は、九州地方整備局電子入札運用基準の様式１を分任支出負担行為担当官に提

出し、その承諾を得なければならない。この場合、書面を持参又は郵送等により提出するものとし、

電送（ファクシミリ）によるものは受け付けない。

電子入札システムによる手続に入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないもの

とするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続に影響がないと認めた場合に限り、

例外的に認めるものとする。

九州地方整備局電子入札運用基準は、九州地方整備局のホームページ(http://www.qsr.mlit.go.

jp)の入札・契約情報よりダウンロードできる。

なお、様式１の提出先及び受付時間は、次のとおりである。

(1)提出先：４．１）に同じ。

(2)受付時間：土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日の９時００分～１７時００分まで。

１０）本業務は「低価格受注業務がある場合における予定主任担当者の手持ち業務量の制限等」の試行業務

である。

２．入札参加資格

入札に参加しようとする者は、次に掲げる要件を満たしていること。

１）予決令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。

２）九州地方整備局（港湾空港関係を除く）における平成２７・２８年度補償関係コンサルタント業務に

係る一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていること。

（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更正手続き開始の申立てがなされている者又は民

事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、

手続開始の決定後、九州地方整備局長が別に定める手続きに基づく一般競争（指名競争）入札参加資格

の再認定を受けていること。）

３）競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州地方整備局長から建設コ

ンサルタント業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。

４）道路関係業務の執行のあり方改革本部 終報告書（平成２０年４月１７日付）Ⅰ．《改革の方針につい

て》（３）１．③に掲げる法人でないこと。

５）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として、国土交通公共事

業等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

６） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民

事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者（２）の再

認定を受けた者を除く。）でないこと。

７）「補償コンサルタント登録規程（昭和５９年９月２１日建設省告示第１３４１号、以下「登録規程」と

いう。）」第２条第１項の別表に掲げる「総合補償部門」又は当該業務に関連する部門（「土地調査部門」、

「物件部門」、「機械工作物部門」、「営業補償・特殊補償部門」、「補償関連部門」)の登録を受けているこ

と。

なお、登録規程第２条第１項の別表に掲げる「総合補償部門」又は当該業務に関連する部門（「土地調査

部門」、「物件部門」、「機械工作物部門」、「営業補償・特殊補償部門」、「補償関連部門」)の登録部門にお

いて登録を受けていない企業も入札説明書６．により競争参加資格確認申請書を提出することができる
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が、競争参加資格確認通知の日において、登録規程第２条第１項の別表に掲げる「総合補償部門」又は

当該業務に関連する部門（「土地調査部門」、「物件部門」、「機械工作物部門」、「営業補償・特殊補償部

門」、「補償関連部門」)の登録部門において登録を受けていなければならない。

８）入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。

なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、競争

契約入札心得第４条の３第２項の規定（入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の

入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければな

らない）に抵触するものではないことに留意すること。

①資本関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社または子会社の一方が更生会社または更

生手続が存続中の会社等（会社法施行規則第２条第３項第２号の規定による会社などをいう。

以下同じ。）である場合は除く。

ａ 親会社と子会社の関係にある場合

ｂ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

②人的関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただしａについては、会社等の一方が更生会社又は更生

手続が存続中の会社等である場合は除く。

ａ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合

ｂ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

③その他入札の適正さが阻害されると認められる場合

その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

９）守秘性に関する要件

守秘義務の遵守及び違反した場合の適切な罰則などについて、社則などに明記していること。

１０）業務実施体制に関する要件

以下①②の要件を満たすものとする。

①九州地方整備局管内に業務拠点（配置予定主任担当者が恒常的に常駐し業務を行うところ）を有す

る者であること。

②業務の主たる部分を再委託するものではないこと。

１１）業務実績に関する要件

競争参加資格確認申請者は、以下に示す同種業務又は類似業務について、平成１８年度から公示日ま

でに完了している業務において、１件以上の実績を有すること。

なお、同種又は類似業務の実績は、国、都道府県、政令市、市町村、特殊法人等、特別地方公共団体、

地方公社等、公益法人が発注した契約金額１００万円を超える業務、かつ地方整備局委託業務等成績評定

要領に基づく業務成績が６０点以上の業務であること。ただし、評定通知を受けていないため業務成績を

評価できない場合、又は、地方整備局委託業務等成績評定要領に基づく業務以外の場合はこの限りでな

い。また、調査基準価格を下回った業務の実績において、成績評定点が７０点未満の場合は業務実績と

して認めない。

・同種業務：登録規程第２条第１項の別表及び運用についての記１の別紙に定める、「総合補償部門」

又は、当該業務に関連する部門（「土地調査部門」、「物件部門」、「機械工作物部門」、「営

業補償・特殊補償部門」、「補償関連部門」)の業務内容を含む業務（１契約あたりの契約
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金額が１００万円を超える複数の業務実績により、当該業務に関連する全ての部門の実

績を満たす場合も含む。）又は用地調査点検等技術業務、用地関係資料作成整理等業務、

用地補償関係整理等業務、用地補償総合技術業務及び用地補償技術補助業務。

・類似業務：登録規程第２条第１項の別表及び運用についての記１の別紙に定める、当該業務に関連

する主たる業務（「物件部門」)の業務内容を含む業務。

ただし、土地調査部門においては用地測量、物件部門においては非木造建物、営業補償・特殊補償部

門においては営業補償、補償関連部門においては補償説明を含むものとする。

平成２６年度以降公示日までに完了した補償コンサルタント業務のうち、九州地方整備局発注業務

（港湾空港関係を除く）の平均業務評定点が60点以上であること。

１２）配置予定主任担当者に対する要件

配置予定主任担当者については下記ａ～eに示す条件を全て満たす者であること。

ａ 配置予定主任担当者の資格

次のいずれかの資格等を有する者

・一般社団法人日本補償コンサルタント協会が定める「補償業務管理士研修及び検定試験実

施規程平成３年３月２８日理事会決定）（以下「実施規程」という。）」第３条に掲げる「物

件部門」において実施規程第１４条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録された補償業

務管理士。

・登録規程第２条第１項の別表に掲げる「物件部門」に係る補償業務に関し７年以上の実務

の経験を有する者。なお、発注者として、補償業務全般に関する指導監督的実務の経験３

年以上を含む２０年以上の実務経験を有する者も、同程度の実務経験を有するものとして

認める。

ｂ 配置予定主任担当者に必要とされる同種又は類似業務の実績

平成１８年度から公示日までに完了している以下に示す同種業務又は類似業務について、

１件以上の実績を有すること。

同種又は類似業務の実績は、国、都道府県、政令市、市町村、特殊法人等（注１）、特別地方公共団

体（注２）、地方公社等（注３）、公益法人（注４）が発注した契約金額１００万円を超える業務、か

つ地方整備局委託業務等成績評定要領に基づく業務成績が６０点以上の業務であること。ただし、評定

通知を受けていないため業務成績を評価できない場合、又は、地方整備局委託業務等成績評定要領に基

づく業務以外の場合はこの限りでない。また、調査基準価格を下回った業務の実績において、成績評定

点が７０点未満の場合は業務実績として認めない。

なお、照査技術者としての実績については、対象外とする。

業務実績には、平成１８年度以降に元請けとして同種又は類似業務に従事した実績のほか、出向又は

派遣、再委託を受けて行った業務実績も同種又は類似業務の実績として認める。

また、発注者としての補償業務全般に関する指導的実務の経験３年以上を含む２０年以上の実務経験

を有する者も、それぞれの発注機関毎の同種業務の実績として認める。

注１）特殊法人等とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第１条に

示すものに加え国土交通省所管のその他の独立行政法人、地方共同法人日本下水道事業団を

いう。

注２）特別地方公共団体とは、地方公共団体の組合、財産区、及び地方開発事業団をいう。

注３）地方公社等とは、地方道路公社法に基づく道路公社、公有地の拡大の推進に関する法
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律に基づき都道府県が設置した「土地開発公社」、地方住宅供給公社法に基づき都道府

県が設立した「住宅供給公社」とする。

注４）公益法人とは、次のものをいう。

一 公益法人とは、一般社団法人又は一般財団法人に関する法律に基づき設立された一般

社団法人又は一般財団法人、及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法

律に基づき認定を受けた公益社団法人又は公益財団法人。

二 旧民法第３４条の規定により設立された社団法人又は財団法人であって、平成２０年

１２月１日現在、現に存する法人であって、新制度の移行の登記をしていない法人

（特例社団法人又は特例財団法人）

・同種業務：登録規程第２条第１項の別表及び運用についての記１の別紙に定める、「総合補償部門」

又は、当該業務に関連する部門（「土地調査部門」、「物件部門」、「機械工作物部門」、「営

業補償・特殊補償部門」、「補償関連部門」）の業務内容を含む業務（１契約あたりの契約

金額が１００万円を超える複数の業務実績により、当該業務に関連する全ての部門の実

績を満たす場合も含む。）又は用地調査点検等技術業務、用地関係資料作成整理等業務、

用地補償関係整理等業務、用地補償総合技術業務、用地補償技術補助業務。

・類似業務：登録規程第２条第１項の別表及び運用についての記１の別紙に定める、当該業務に関連

する主たる業務（「物件部門」）の業務内容を含む業務。

ｃ 平成２４年度以降公示日までに完了した補償コンサルタント業務のうち、九州地方整備局発

注業務（港湾空港関係を除く）の平均業務評定点が60点以上であること。なお、職務上従事

した立場は主任担当者とする。

ただし、評定通知を受けていないため業務成績を評定できない場合、又は１００万円を超え

る九州地方整備局発注業務（港湾空港関係を除く）の実績がない場合は、この限りではない。

ｄ 手持ち業務量

配置予定主任担当者は、公示日現在の手持ち業務量（本業務を含まず、特定後未契約のも

の及び落札決定通知を受けているが未契約のものを含む。さらに、複数年契約の業務の場合

は、平成２８年度の支払限度額とする。以下、同じ。）が１億円未満かつ１０件未満であるこ

と。（ただし、手持ち業務量とは、主任担当者及び担当技術者（測量又は地質調査業務におけ

る主任担当者及び担当技術者、土木関係建設コンサルタント業務における管理技術者及び担当

技術者、又は他の業務においてはこれらに相当する技術者を含む。）となっている契約金額５

００万円以上の業務をいう。）

なお、手持ち業務は、国土交通省以外の発注者（国内外を問わず）のものを含む。

公示日現在での手持ち業務のうち、国土交通省の所管に係る建設コンサルタント業務等（港

湾空港関係及び営繕工事に係るものを除く。）において調査基準価格を下回る金額で落札した

業務がある場合には、手持ち業務量の契約件数を１０件未満から５件未満に読み替える。そ

の上で、予定主任担当者が手持ち業務量の制限を満たすことが確認できない場合には、九州

地方整備局競争契約入札心得（平成２４年３月３０日付け国九整達第９号）第６条第１１号

の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とするものとする。

また、本業務の履行期間中は主任担当者の手持ち業務量が契約金額で１億円、件数で １０

件（公示日現在での手持ち業務に、国土交通省の所管に係る建設コンサルタント業務等（港

湾空港関係及び営繕工事に係るものを除く。）で調査基準価格を下回る金額で落札したものが
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ある場合には、件数で５件未満。（手持ち業務が複数年契約の場合は当該年度の支払限度額を

手持ち業務量として計上する。））未満とし、この業務量以上となった場合には、遅滞なくそ

の旨を報告しなければならない。その上で、業務の履行を継続することが著しく不適当と認

められる場合には、当該主任担当者を、以下の①から④までのすべての要件を満たす技術者

に交代させる等の措置請求を行う場合があるほか、業務の履行を継続する場合であっても、

本業務の業務成績評定に厳格に反映させるものとする。

① 当該主任担当者と同等の同種又は類似業務実績を有する者

② 当該主任担当者と同等の技術者資格を有する者

③ 当該主任担当者と同等以上の業務成績平均点を有する者

④ 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している配置予定主

任担当者の手持ち業務量の制限を超えない者

手持ち業務とは、主任担当者及び担当技術者（測量又は地質調査業務における主任担当者及び

担当技術者、土木関係建設コンサルタント業務における管理技術者及び担当技術者、又は他の

業務においてはこれらに相当する技術者を含む。）となっている契約金額５００万円以上の業

務をいう。（国土交通省以外の発注者（国内外を問わず）のものを含む。）

ｅ 直接的雇用関係

配置予定主任担当者は、本業務の履行期間中（契約日から業務完了まで）に本業務の受注

者と直接的雇用関係（※）がなければならない。

※主任担当者と入札参加者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利

義務関係が存在していることをいい、在籍出向者、派遣社員は直接的雇用関係にあると

はいえない。

１３）競争参加資格確認申請書等に関する要件

以下の場合は、競争参加資格がないものとする。

(1) 競争参加資格確認申請書等の提出が無い場合や内容が殆ど記載されておらず、資料の内容が判断

できない場合。

(2) 業務目的に反する記述や事実誤認等があり、適切な業務執行が妨げられる内容である場合。

３．総合評価落札方式に関する事項

１）落札者を決定するための基準

落札者の決定は、総合評価落札方式により行うものとする。

入札参加者は、価格及び競争参加資格確認申請書等をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち

下記２）総合評価の評価方法によって得られた数値（以下「評価値」という。）の も高い者を落札者と

する。

(1) 入札価格が予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。な

お、予定価格は設計図書に基づき算出するものとする。

ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が１，０００万円を超える請負契約について

落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされ

ないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱す

こととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価

格をもって入札した他の者のうち評価値が も高い者を落札者とすることがある。
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(2) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第８５条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令

第８６条の調査及び業務完了後に業務コスト調査を行うものとする。

(3) 上記において、評価値の も高い者が２名以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決

める。

２）総合評価の評価方法

(1) 評価値の算出方法

評価値の算出方法は、以下のとおりとする。

評価値＝価格評価点＋技術評価点

(2) 価格評価点の算出方法

価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。

価格評価点＝(価格評価点の満点)×(１－入札価格／予定価格)

価格評価点の満点は６０点とする。

(3) 技術評価点の算出方法

競争参加資格確認申請書等の内容に応じ、下記①、②、③の評価項目毎に評価を行い、技術評

価点を与える。

なお、技術評価点の満点は６０点とする。

①予定主任担当者の経験及び能力

②実施方針

③実施方針の履行確実性

技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。

技術評価点＝(技術評価点の満点)×(技術評価の得点合計／技術評価の配点合計)

技術評価の得点合計＝（①に係る評価点）＋（技術提案評価点）×（③の評価に基づく履行確

実性度）

技術提案評価点＝（②に係る評価点）

３）品質確保基準価格

① 予定価格が５００万円以上１，０００万円以下の業務においては、品質確保の観点から九州地方

整備局が定めた価格（以下「品質確保基準価格」という）により、その価格を下回った場合は、「３．

１）(2)」の調査のうち予決令第８６条の調査を行うものとする。

② 「３．１）(2)」に記載されている「予決令第８５条に基づく調査基準価格」は「品質確保基準価

格」に、「予決令第８６条の調査」は「品質確保基準価格調査」に読み替えて適用する。

③ 品質確保基準価格の算出方法は、予決令第８５条に基づく調査基準価格に準じて算出するものと

する。

４．入札手続等

１）担当部局

〒８７０-０８２０ 大分県大分市西大道１丁目１番７１号

九州地方整備局 大分河川国道事務所 経理課 契約係

電話 ０９７－５４６－１３１９ 内線２２７

ＦＡＸ ０９７－５４６－４１４９
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２）入札説明書の交付期間、場所及び方法

入札説明書は、電子入札システムにより交付するものとする。なお、電子入札に対応していない等の

理由でダウンロードによる入手ができない場合は、下記②の担当部局でも交付する。

入手方法：

①電子入札システムにより入手

運用及び操作の詳細については、以下のホームページを参照のこと。

電子入札施設管理センターホームページ：http://www.e-bisc.go.jp

②交付の担当部局

下記ａに電話又はＦＡＸにより申し込むこと。ただし、ＦＡＸによる場合は、着信確認を行うこ

と。

ａ 申し込み先：上記１）と同じ。

ｂ 交付期間：別表１①に示す日時。

ｃ 受付方法：交付期間内に必着で、切手を添付した返信用封筒及びＣＤ等を同封し、上記

１） へ郵送すること。ＣＤ等に複製したものを折り返し郵送する。

３）競争参加資格確認申請書を提出できる者の範囲

競争参加資格確認申請書を提出する時において、上記２.２）に掲げる条件を満たす者。

４）競争参加資格確認申請書の提出等

提出期間は、別表１②に示す日時。

電子入札システムにより提出すること。 ただし、容量が３ＭＢを超える場合、または発注者の承諾を

得た場合は、上記１）へ持参あるいは郵送（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。受領期限まで

に必着。）すること。

５）競争参加資格確認申請書等に関するヒアリングの実施

競争参加資格確認申請書等については、発注者が必要と判断した場合はヒアリングを実施する場合が

ある。

６）競争参加資格確認の通知日

別表１③に示す日。

７）入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法

入札は電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参する

こと。

入札書の締切日時は、別表１④に示す日時。

開札は、別表１⑤に示すとおり。

５．その他

１）手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

２）入札保証金及び契約保証金

(1) 入札保証金 免除。

(2) 契約保証金 免除。

３）入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、競争参加資格確認申請書に虚偽の記載をした者の
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した入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

４）手続における交渉の有無 無。

５）契約書作成の要否 要。

なお、本業務において提出された実施方針について、提案内容として採用したものについては契約書

特約事項として添付する。

６）関連情報を入手するための照会窓口 ４．１）に同じ。

７）九州地方整備局（港湾空港関係を除く）における平成２７・２８年度補償関係コンサルタント業務に

係る一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていない者も競争参加資格確認申請書を提出すること

ができる。この場合において、２．１）及び３）から１２）までに掲げる事項を満たしているときは、

開札の時において２．２）に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確

認するものとする。当該確認を受けたものが競争に参加するためには、開札時において２．２）に掲げ

る事項を満たしていなければならない。

８）履行確実性を評価するために、履行確実性に関するヒアリングを実施するとともに、競争参加資格確

認申請書等とは別に追加資料の提出を求める場合がある。

９) 詳細は入札説明書による。

別表１

① 入札説明書の交付期間 平成２８年９月２３日（金）から平成２８年１１月

９日（水）までのうち、閉庁日を除く毎日の９時０

０分から１７時００分までとする。

② 競争参加資格確認申請書の提出期間 平成２８年９月２３日（金）から平成２８年１０月

１１日（火）１７時００分まで

③ 競争参加資格確認の通知日 平成２８年１１月１日（火）を予定する。

④ 入札書の締切日時 平成２８年１１月９日（水）１７時００分

⑤ 開札の日時及び場所 平成２８年１１月１０日（木） １０時００分

〒870-0820 大分県大分市西大道１丁目１番７１号

九州地方整備局大分河川国道事務所入札室にて行

う。


